
 

地域医療支援病院について 

 

 

 

 医療は患者の身近な地域で提供されることが望ましいという観点から、かかりつ

け医、かかりつけ歯科医を地域における第一線の医療機関として位置づけるととも

に、他の医療機関との適切な役割分担と連携を図っていく必要がある。 

 このような観点に立って、かかりつけ医、かかりつけ歯科医を支援し、二次医療

圏単位で地域医療の充実を図る病院として、それまでの総合病院の制度が廃止され、

平成１０年度から地域医療支援病院の制度が設けられた。 

 

 

 

平成 14 年 9 月 6日愛知県医療審議会医療計画部会承認

 平成 17 年 7 月 21 日修正

 

１ 地域医療支援病院については、原則として各医療圏に 1 か所以上の地域医療支

援病院を承認することを最終目標とし、関係者の合意形成に努めるものとする。

 

２ 地域医療支援病院の要件は、平成 10 年 5 月 19 日付け健政発第 639 号各都道府

県知事あて厚生省健康政策局長通知「医療法の一部を改正する法律の施行につい

て」による。 

 

３ 地域医療支援病院の承認に当たっては、制度の趣旨にかんがみ、各医療圏の関

係者の意見を聴くものとするが、その意見の聴取は、圏域保健医療福祉推進会議

において行うものとする。医療法施行細則（昭和 35 年 12 月 10 日愛知県規則第 54

号）の様式第 14 号の地域医療支援病院名称承認申請書については、圏域保健医療

福祉推進会議における意見聴取を行った後に、提出させるものとする。 

 

４ 地域医療支援病院の承認に当たっては、保健所、医務国保課は、相互に連携す

るとともに、当該医療圏の関係者と十分な連携を図って、事務を進めるものとす

る。 

 

１．制度の趣旨 

２．地域医療支援病院の取扱方針 

資料３



 

平成２４年度地域医療支援病院の承認に係るスケジュール 

日  程 

(1 回) (2 回) 
スケジュール 提出先等 

随時 

 

 

随時 

 

事前相談と審査 

 書類のチェック 

 紹介率などの確認 

医務国保課医療対策Ｇへ提出 

（医療指導Ｇ・所管保健所と連

携） 

6 月 

中旬 

～ 

7 月 

中旬 

12 月 

中旬 

～ 

1 月 

中旬 

 

地域医療支援病院の承認に係る

事業計画書の提出 

名古屋市内 

医務国保課医療対策Ｇへ提出 

（医療指導Ｇと連携） 

名古屋市外 

各保健所（中核市含む）へ提出

（医務国保課医療対策Ｇ及び

医療指導Ｇと連携） 

圏域会議前 現地確認・調査  

8 月 2 月 圏域保健医療福祉推進会議 

各医療圏の関係者の意見の聴取

（取扱い方針３） 

 

9 月 3 月 地域医療支援病院の承認の申請

（医療法施行細則第 1 条第 9 号

様式第 14） 

名古屋市内 

医務国保課医療対策Ｇへ提出 

（医療指導Ｇと連携） 

名古屋市外 

各保健所（中核市含む）へ提出

（医務国保課医療対策Ｇ及び

医療指導Ｇと連携） 

9 月 3 月 愛知県医療審議会医療対策部会 

地域医療支援病院の承認に係る

意見の聴取（医療法第 4 条第 2

項） 

 

9 月 3 月 地域医療支援病院の承認 

（医療法第 4条第 1項） 

医務国保課医療指導グループに

て起案 

10 月 3 月 愛知県医療審議会 

地域医療支援病院の承認を報告 

愛知県医療審議会へ報告 

※ 愛知県医療審議会、同医療対策部会、圏域保健医療福祉推進会議等の開催状況に

併せ、かつ病床整備計画スケジュールに準じたものとした。 



 

地域医療支援病院の承認の要件について 

 

○地域医療支援病院の承認の要件については、医療法第 4条により、「国、都道府県、

市町村、特別医療法人その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院であって、地

域における医療の確保のために必要な支援に関する次に掲げる要件に該当するも

の」とされ、次の 6つの要件が示されています。 

①紹介患者に対し医療を提供（いわゆる紹介外来制を原則）し、かつ、共同利用

のための体制が整備されていること。 

②救急医療を提供する能力を有すること。 

③地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有するこ

と。 

④200 床以上の病床を有すること。ただし、都道府県知事が、地域における医療

の確保のために必要であると認めたときは、この限りでない。 

⑤一般の病院に必要な施設に加え、集中治療室、化学、細菌、病理の検査施設、

病理解剖室、研究室、講義室、図書室、救急用又は患者搬送用自動車並びに医薬

品情報管理室を有すること。 

⑥施設の構造設備が医療法施行規則で定める要件に適合すること。 

 

○ なお、地域医療支援病院の承認の要件の 1つである、「紹介患者に対し医療を提供

し、（中略）体制が整備されていること」とは、いわゆる紹介外来制を原則として

いることであり、具体的には、次のいずれかに該当するものです。 

① 地域医療支援病院紹介率が 80％を上回っていること。 

② 地域医療支援病院紹介率が 60％を上回り、かつ、地域医療支援病院逆紹介率

が 30％を上回ること。 

③ 地域医療支援病院紹介率が 40％を上回り、かつ、地域医療支援病院逆紹介率

が 60％を上回ること。 

 

紹介患者の数＋救急患者の数 
地域医療支援病院紹介率＝ 

初診患者の数 
×100 

   

逆紹介患者の数 
地域医療支援病院逆紹介率＝ 

初診患者の数 
×100 

    



地域医療支援病院の承認要件等について 

承認の要件 

【医療法】 

国の基準 

【医療法施行規則】 

【医療法の一部を改正する法律の施行につい

て（H10.5.19 健康政策局長通知）】 

留意事項 

【医療法の一部を改正する法律の施行に

ついて（H10.5.19 健康政策局長通知）】 

を県で整理（ゴチック体は県が補足） 

具体的な承認の目安 

 

 

 

１ 開設者は、国、都

道府県、市町村、第４

２条の２第１項に規定

する社会医療法人その

他の者とする。 

（法４条１項) 

 

地域医療支援病院を開設すること

ができる者は、次のいずれかであること。

・国 

・都道府県 

・市町村 

・社会医療法人 

・公的医療機関 

・医療法人 

・民法第 34 条の公益法人 

・学校法人 

・社会福祉法人 

・独立行政法人労働者健康福祉機構 

・エイズ拠点病院または地域がん拠点病院で保

健医療機関または特定承認保健医療機関を

開設している者 

  

２ 紹介患者に対し医

療を提供する体制が整

備されていること 

（法４条１項１号) 

（則９条の１６ ６

号） 

次のいずれかの場合に該当すること。 

１ 地域医療支援病院紹介率が８０％を上回

っていること。 

２ 地域医療支援病院紹介率が６０％を上回

り、かつ、地域医療支援病院逆紹介率が３０％

を上回ること。 

３ 地域医療支援病院紹介率が４０％を上回

り、かつ、地域医療支援病院逆紹介率が６０％

を上回ること。 

●地域医療支援病院紹介率 

  紹介患者の数＋救急患者の数 

      初診患者の数 

 

●地域医療支援病院逆紹介率 

  逆紹介患者の数 

  初診患者の数 

 

「紹介患者の数」、「救急患者の数」、「初診

患者の数」、「逆紹介患者の数」は申請を行

う年度の前年度の数をいう。 
 

「紹介患者の数」：初診患者のうち、他の

病院又は診療所から紹介状等により紹介

された患者の数。ただし、開設者と直接関

係のある病院又は診療所から紹介状等に

より紹介された患者の数を除く。 

なお、開設者と直接関係のある病院又は診

療所とは、「診療報酬点数表（平成 6 年厚

生省告示第 54 号）及び老人診療報酬点数

表（平成 6 年厚生省告示第 72 号）の一部

改正に伴う実施上の留意事項について（平

成 16 年 2 月 27 日保医発第 227001 号）」に

より規定された「特別の関係にある保険医

療機関」の考え方を準用する（以下同じ）。

また、紹介状には、紹介患者の氏名、年齢、

性別、傷病名又は紹介目的、紹介元医療機

関名、紹介元医師名、その他紹介を行う医

師において必要と認める事項を記載しな

ければならない（以下同じ）。 

「救急患者の数」：紹介状等により紹介さ

れない初診患者のうち、緊急的に入院し治

療を必要とした患者の数 

「初診患者の数」：初診患者の総数から、

救急医療事業（注）において休日又は夜間

に受診した患者の数（初診患者に限る。緊

急的に入院し治療を必要とした患者の数

を除く。）を除いたもの。なお、開設者と

直接関係のある病院又は診療所から紹介

状等により紹介された患者の数のうち、初

診料等を算定した者は含む。 

「初診患者」とは、初診料等を算定するこ

とができる患者及び社会保険診療以外の

患者のうちこれに相当する患者をいうも

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×１００ 

×１００ 



地域医療支援病院の承認要件等について 

承認の要件 

【医療法】 

国の基準 

【医療法施行規則】 

【医療法の一部を改正する法律の施行につい

て（H10.5.19 健康政策局長通知）】 

留意事項 

【医療法の一部を改正する法律の施行に

ついて（H10.5.19 健康政策局長通知）】 

を県で整理（ゴチック体は県が補足） 

具体的な承認の目安 

 

 

 

のであること。 

「逆紹介患者の数」：地域医療支援病院か

ら他の病院又は診療所に紹介した患者の

数。ただし、開設者と直接関係のある病院

又は診療所に紹介した患者の数を除く。 

「逆紹介患者」とは、診療報酬点数表にお

いて診療情報提供料を算定した患者及び

社会保険診療以外の患者のうちこれに相

当する患者をいうものであること。また、

地域連携診療計画管理料を算定した患者

であって、診療情報提供料(Ⅰ)算定の要件

を満たすものについて、「逆紹介患者」と

して取り扱って差し支えないこと。（国の

通知を県で整理） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 共同利用のための

体制が整備されている

こと 

（法４条１項１号） 

（則９条の１６ １

号） 

１ 当該病院の施設・設備が当該病院の存する

地域の全ての医師又は歯科医師の利用のため

に開放されており、そのための共同利用に関わ

る規定が病院の運営規定等に明示されている

こと。 

２ 利用医師等登録制度を設け、当該地域医療

支援病院の開設者と直接関係のない医療機関

が現に共同利用を行っている全医療機関の五

割以上であること。 

３ 利用医師等登録制度の実施にあたる担当

者を定め、登録された医療機関等との協議、共

同利用に関する情報の提供等連絡・調整の業務

を行わせること。 

４ 共同利用のための専用の病床として、共同

利用の実績を踏まえつつ、他医療機関の利用の

申し出に適切かつ速やかに対応できる病床数

が確保されていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 「専用の病床」については、他の病

床の利用状況等の事情からやむを得ず共

同利用に係る患者以外の患者を一時的に

収容することは差し支えない。（国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 専用の病床が５床

以上確保されているこ

と。 

４ 救急医療を提供す

る能力を有すること 

（法４条１項２号） 

（則９条の１６ ２

号） 

１ ２４時間体制で入院治療を必要とする重

症救急患者に必要な検査、治療ができるよう、

通常の当直体制の外に重症救急患者の受入れ

に対応できる医師等医療従事者が確保されて

いるとともに、重症救急患者のために優先的に

使用できる病床又は専用病床が確保されてい

ること。 

なお、特定の診療科において２４時間体制で

重症救急患者の受入れに対応できる体制が確

保されていれば差し支えないものであること。

２ 入院治療を必要とする重症救急患者に必

要な検査、治療を行うために必要な診療施設

（診察室、処置室、検査室等）を有し、２４時

間使用可能な体制が確保されていること。 

３ 救急自動車による傷病者の搬入に適した

１ 標榜科目のうち特定の一部の診療科

のみ実施する場合には、予め医務国保課

（保健所経由）、消防機関等関係機関に対

してその旨を通知すること。（国） 

２ 重症救急患者の受入に対応できる医

療従事者の確保について、専従の勤務形態

は、救命救急センターや救急治療室に専従

で勤務する医療従事者など、専ら救急医療

に携わる医療従事者をいい、非専従の勤務

形態は、当直体制以外の勤務において救急

部門に携わることのある医療従事者をい

う。（県） 

３ 重症救急患者のための病床の確保に

ついて、優先的に使用できる病床は、ＩＣ

Ｕ、ＣＣＵなど、重症救急患者を優先的に

１ 第三次救急医療機

関（救命救急センター）

若しくは二次救急医療

機関であること、又はこ

れと同等と認められる

医療機関であること。 

 

 



地域医療支援病院の承認要件等について 

承認の要件 

【医療法】 

国の基準 

【医療法施行規則】 

【医療法の一部を改正する法律の施行につい

て（H10.5.19 健康政策局長通知）】 

留意事項 

【医療法の一部を改正する法律の施行に

ついて（H10.5.19 健康政策局長通知）】 

を県で整理（ゴチック体は県が補足） 

具体的な承認の目安 

 

 

 

構造設備を有していること。 

 

受け入れる病室をいい、専用病床とは、救

命救急センター、救急治療室などの救急患

者専用の病室をいう。（県） 

５ 地域の医療従事者

の資質の向上を図るた

めの研修を行わせる能

力を有すること 

（法４条１項３号) 

（則９条の１６ ３

号） 

１ 必要な図書等を整備し、以下のような研修

を定期的に行う体制が整備されていること。 

・地域の医師等を含めた症例検討会 

・医学・医療に関する講習会 

 

２ 研修目標、研修計画、研修指導体制その他

研修の実施のために必要な事項を定めた研修

プログラムを作成していること。 

 

 

 

３ 研修プログラムの管理及び評価を行うた

めに、病院内に研修全体についての教育責任者

及び研修委員会が設置されていること。 

４ 研修の実施のために必要な施設及び設備

を有していること。 

１ 研修は、臨床研修を念頭においている

ものではなく、主として既に地域において

開業している又は勤務している医師、歯科

医師、薬剤師及び看護婦等に対する、これ

らの者の資質の向上を図るための研修を

指す。（国） 

２ 地域の医療従事者の資質の一層の向

上を図るため、研修の実施とともに、地域

の医師等が行う地域医療に関する研究、保

健医療活動への援助を行うほか、疾病や医

薬品情報等の保健医療情報を収集検討し、

地域の医師等に提供することが望ましい。

（国） 

１ 研修会は、原則毎月

1 回以上実施すること。 

６ ２００床以上の病

床を有すること 

（法４条１項４号） 

（則６条の２） 

知事が、地域における医療の確保のために必

要であると認めた次の場合は、２００床未満で

もよい。 

① 当該病院が所在する二次医療圏について

定められた医療計画を踏まえ、地域医療の確保

の観点から、当該病院に対して承認を与えるこ

とが適当と認めた場合。 

② 精神科等単科の病院であって、当該診療科

に関して地域における医療の確保の観点から、

承認を与えることが適当と認めた場合。 

病床の種別は問わない。（国）  

 

７ 医療法に規定する

施設を有し、構造設備

が要件に適合すること 

（法４条１項５号・６

号） 

（則２１条の５ １

号） 

（則２２条） 

医療法第２１条に規定する一般の病院に必

要とされる施設のほか、次の施設を有するとと

もに、構造設備が要件に適合すること。 

・集中治療室 

・化学、細菌及び病理の検査施設 

・病理解剖室 

・研究室 

・講義室 

・図書室 

・救急用又は患者輸送用自動車 

・医薬品情報管理室 

医薬品情報管理室は、医薬品に関する情

報の収集、分類、評価及び提供を行う機能

を備えていれば、他の用途の室と共用する

ことは差し支えない。（国） 

集中治療室は、診療報

酬点数表の「特定集中治

療室管理料に関する施

設基準」に適合している

こと。 

医薬品情報管理室は、

診療報酬点数表の「薬剤

管理指導料に関する施

設基準」に適合している

こと。 

８ 諸記録を備えて置

くこと 

（法４条１項６号） 

（則９条の１８） 

（則２１条の５ ２

号・３号） 

診療並びに病院の管理及び運営に関する諸

記録を備えること。 

診療に関する諸記録は、過去２年間の病院日

誌、各科診療日誌、処方せん、手術記録、看護

記録、検査所見記録、エックス線写真、紹介状、

退院した患者に係る入院期間中の診療経過の

要約及び入院診療計画書とする。 
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病院の管理及び運営に関する諸記録は、共同

利用の実績、救急医療の提供の実績、地域の医

療従事者の資質の向上を図るための研修の実

績、閲覧実績並びに紹介患者に対する医療提供

及び他の病院又は診療所に対する患者紹介の

実績を明らかにする帳簿とする。 

 

９ 諸記録を体系的に

管理すること 

（法１６条の２ １項

４号） 

（則９条の１６ ４

号） 

診療並びに病院の管理及び運営に関する諸

記録の管理に関する責任者及び担当者を定め、

諸記録を適切に分類して管理すること。 

 

諸記録の管理に関する責任者及び担当

者は、業務が適切に実施されていれば、必

ずしも専任の者でなくとも差し支えない。

（国） 

諸記録の管理方法は、病院の実状に照ら

し適切なものであれば、必ずしも病院全体

で集中管理する方法でなくとも差し支え

ない。また、分類方法についても、病院の

実状に照らし、適切なものであれば差し支

えない。（国） 

 

 

１０ 諸記録を閲覧さ

せること 

（法１６条の２ １項

５号） 

（則９条の１６ ５

号） 

 

患者を紹介しようとする医師、歯科医師及び

地方公共団体から諸記録の閲覧を求められた

ときは、正当の理由がある場合を除き、諸記録

のうち患者の秘密を害するおそれのないもの

として病院の管理及び運営に関する諸記録を

閲覧させること。 

診療並びに病院の管理及び運営に関する諸

記録の閲覧に関する責任者、担当者及び閲覧の

求めに応じる場所を定め、当該場所を見やすい

よう掲示すること。 

諸記録の閲覧に関する責任者、担当者

は、業務が適切に実施されていれば、必ず

しも専任の者でなくとも差し支えない。

（国） 

閲覧の求めに応じる場所は、閲覧に支障

がなければ、必ずしも閲覧専用の場所でな

くとも差し支えない（国） 

 

１１ 地域医療支援病

院が設置すべき委員会

を設置すること 

（法１６条の２ １項

７号） 

（則９条の１９ １

項・２項） 

１ 委員会においては、当該地域医療支援病院

が、地域のかかりつけ医、かかりつけ歯科医等

からの要請に適切に対応し、地域における医療

の確保のために必要な支援を行うよう、本通知

「第二 地域医療支援病院に関する事項」中、

主として「五 管理者の業務遂行方法」に定め

られた各事項((七)を除く。)に関する業務遂行

状況について審議し、当該病院の管理者に意見

を述べるものであること。 

２ 委員会は、当該地域医療支援病院の所在す

る地域の医療を確保する上で重要な関係を有

する者を中心に構成されるべきものであり、例

えば、当該地域の医師会等医療関係団体の代

表、当該病院が所在する都道府県・市町村の代

表、学識経験者等により構成することが適当で

あること。 

３ 委員として、当該病院の関係者が就任する

ことを妨げるものではないが、その場合にあっ

ても、関係者以外の者が大半を占めるよう留意

  

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 委員には、民生委員

など地域の住民代表者

を加えること。 

 

 

 

３ 委員のうち、病院関

係者が過半数を超えな

いこと。 
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すること。 

４ 委員会は、定期的(最低四半期に一回程度)

に開催することを原則とし、そのほか、必要に

応じて不定期に開催することを妨げないもの

であること。 

５ 当該病院の管理者は、委員会から意見が提

出された時は、最大限それを尊重するものであ

ること。 

１２ 病院内に患者か

らの相談に適切に応じ

る体制を確保すること 

（法１６条の２ １項

７号） 

（則９条の１９ １

項） 

病院内に患者相談窓口及び担当者を設け、患

者及び家族等からの苦情、相談に応じられる体

制を確保すること。 

 

  

１３ 在宅医療に関す

る支援を実施すること 

（法１６条の２ ２

項） 

居宅等で医療を提供する医療提供施設等の

連携の緊密化のための支援、医療を受ける者又

は地域の医療提供施設に対する情報の提供な

ど、居宅等における医療の提供の推進に関し必

要な支援を行うこと。 

  

１４ その他 病院内に専用の室、担当者を設け、これらの

業務が総合的に行われ、地域の他の診療所等と

の連携が円滑に行われる体制が確保されてい

ること 

  

 

 注：従来の留意事項では、「初診患者の総数から、救急医療事業（病院群輪番制病院の当番日及び救命救急センター）において」と記載して

いたが、今回、この括弧書きは削除した。 

 

 

 

 

特定集中治療室管理料に関する主な施設基準 

（１）専任の医師が常時、特定集中治療室内に勤務していること。 

（２）特定集中治療室管理を行うにふさわしい専用の特定集中治療室を有しており、当該特定集中治療室の広さは１床当たり 15 平方メー

トル以上であること。 

（３）当該管理を行うために必要な装置及び器具を特定集中治療室内に常時備えていること。（救急蘇生装置、呼吸循環監視装置等） 

（４）自家発電装置を有している病院であって、当該病院において電解質定量検査、血液ガス分析を含む必要な検査が常時実施できるこ

と。 

（５）当該治療室勤務の医師及び看護師は、治療室以外での当直勤務を併せて行わないものとすること。 

 

薬剤管理指導料に関する主な施設基準 

（１）医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設（以下、「医薬品情報管理室」という。）を有し、常勤の薬剤師が１人以上配置さ

れていること。 

（２）医薬品情報管理室の薬剤師が、有効性、安全性等薬学的情報の管理及び医師等に対する情報提供を行っていること。 

 

 

 

参考 


